
空間的広がりとしての近世郷域と明治地方行政領域の整合関係

空
間
的
広
が
り
と
し
て
の
近
世
郷
域
と

明
治
地
方
行
政
領
域
の
整
合
関
係

ー

l
因

場

合
ー
ー
ー

幡

国

の

白

。石

良

太

で
は
し
が
き

明
治
期
に
お
け
る
地
方
行
政
領
域
は
、
旧
習
を
断
つ
意
味
か
ら
も
幕
藩
時
代
と
は
一
線
を
画
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
つ

と
も
そ
れ
は
、
大
区
・
小
区
領
域
と
い
う
急
激
な
変
革
と
な
っ
た
が
故
に
、
地
方
三
新
法
に
よ
っ
て
旧
来
の
藩
政
村
が
見
直
さ
れ
る
と
い

う
い
わ
ば
反
動
を
経
過
し
た
が
、
結
果
的
に
は
連
合
戸
長
役
場
領
域
を
経
て
、
町
村
制
に
基
づ
く
所
謂
明
治
行
政
町
村
と
な
っ
て
結
実
し

た。
こ
の
間
に
あ
っ
て
明
治
地
方
行
政
領
域
は
、
幕
藩
時
代
の
諸
領
域
と
の
関
係
を
完
全
に
断
ち
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
大
庄
屋
管
掌

領
域
、
十
村
、

近
世
郷
な
ど
の
領
域
が
明
治
地
方
行
政
領
域
に
与
え
た
影
響
は
大
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る

TU。
筆
者
も
ま
た
近
世

伯
雪
国
の
近
世
郷
域
を
概
観
し
ハ
2
V

そ
れ
ら
と
明
治
初
期
の
地
方
行
政
領
域
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
〈
3
1

本
稿
は
、
近
世
に
お
け
る
歴
史
的
領
域
と
し
て
の
所
謂
近
世
郷
域
と
、
明
治
地
方
行
政
領
域
た
る
小
区
領
域
、
連
合
戸
長
役
場
管
轄
領

77 

域
、
町
村
制
に
よ
る
行
政
村
域
と
の
聞
に
み
ら
れ
る
空
間
的
広
が
り
の
形
態
的
整
合
関
係
に
つ
い
て
、
現
鳥
取
県
東
部
に
当
る
因
幡
国
で



78 

の
事
例
を
マ
ク
ロ
な
立
場
か
ら
整
理
し
、
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。
近
世
に
お
い
て
「
郷
」
・
「
庄
」
な
ど
と
呼
称
さ
れ
る
領
域
は
、
古
代

的
な
い
し
中
世
的
領
域
の
遺
制
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
的
機
能
を
は
た
し
た
例
も
少
な
く
な
か
っ
た
(
4
Y

し
か
し
、

近
世
郷
に

関
す
る
研
究
は
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
り
(
5
u
、

因
幡
国
の
近
世
郷
の
も
つ
機
能
的
役
割
も
ま
た
、

未
だ
十
分
に
解
明
さ
れ
て
は
い

な
い
。
こ
の
意
味
か
ら
い
っ
て
近
世
郷
域
と
明
治
地
方
行
政
領
域
と
の
整
合
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
明
治
期
の
地
方
行
政
領
域
の
広

が
り
に
関
す
る
考
察
で
あ
る
と
同
時
に
、
近
世
郷
に
対
す
る
接
近
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

ニ
、
因
幡
国
に
お
げ
る
近
世
郷

近
世
因
幡
国
に
お
け
る
歴
史
的
領
域
と
し
て
の
郷
は
、
そ
の
実
質
的
機
能
が
不
明
で
あ
る
が
、
地
誌
類
を
は
じ
め
藩
政
村
一
覧
に
際
し

て
は
必
ず
付
記
さ
れ
て
い
る
(
6
Y

一
般
に
「
郷
」
・
「
庄
」
・
「
保
」
の
呼
称
で
呼
ば
れ
た
が
、

本
稿
で
は
こ
れ
ら
を
近
世
郷
と
総
称
す
る

(
以
下
で
は
郷
と
略
し
、
そ
の
領
域
を
郷
域
と
呼
ぶ
)
。

近
世
中
期
及
び
幕
末
期
の
郷
を
第
1
表
に
示
し
た
。
近
世
中
期
の
「
因
幡
志
?
と
に
よ
れ
ば
、
郷
数
六
三
、
各
都
が
三
な
い
し
一
五
の

領
域
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
元
治
元
年
ご
八
六
回
)

の
内
容
を
明
治
初
年
に
編
纂
し
た
と
さ
れ
る
「
因
伯
郷
村
帳
官
)
」
で

は
、
郷
数
六
七
と
若
干
の
増
加
を
み
る
。
こ
れ
は
、
気
多
郡
絹
見
保
を
構
成
す
る
こ
か
村
が
夫
々
同
郡
絹
見
保
と
長
和
瀬
保
に
分
離
さ
れ

る
ほ
か
、
八
束
郡
若
桜
郷
か
ら
一
か
村
が
分
離
し
て
同
郡
一
保
と
な
る
な
ど
の
分
離
記
載
の
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
一
村
一

郷
の
出
現
に
こ
そ
、
近
世
に
お
け
る
「
郷
」
の
意
義
を
解
く
鍵
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

「
因
幡
志
」
に
お
け
る
藩
政
村
数
五
三

0
1
「
因
伯
郷
村
帳
」
・
で
は
五
二
六
で
、

ほ
と
ん
ど
変
動
が
な
か
っ
た
。
そ
の
聞
に
所
属
す
る
郷

を
移
動
し
た
も
の
は
、

一
村
一
郷
の
場
合
を
除
い
て
一
三
例
に
す
ぎ
ず
、
大
勢
と
し
て
は
、
近
世
を
通
じ
て
郷
の
構
成
村
に
は
変
動
が
な
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因幡志(寛政7) 因伯郷村帳(元治1)(戸数は文久3)
年明治村初数

明治行政諸領域との関係
君E

|村数| 戸数 l村数l戸数 l石高 | 小区領判費場産i行政村域
郷名 郷名 構

村 戸 村 戸 石 村
蒲 生圧 11 610 1 蒲生庄 10 653 5952.8 13 C ③ E 

岩 本 郷 4 128 2 本 庄 4 148 2205.1 4 C A A 
浦富 郷 7 628 3 浦 富 9 (199) 2578.0 8 ③ ③ E 
新宮保 3 67 4 新 宮保 4 135 1834.1 4 A A A 

井 高野郷 8 227 5 高野郷 8 173 3065. 1 8 B A C 
大谷保 2 361 6 大谷保 3 417 2092.2 2 B A B 
服部 圧 9 178 7 服部圧 8 341 3304.7 8 A A E 

郡
福田保 5 116 8 福 田保 4 111 1175.5 4 A A A 
(小計) 49 2510 50 (2177) 22207.5 51 

広 西郷 10 343 9 広 西郷 10 297 4923.2 10 A A E 
度木郷 8 279 10 登儀 j郎 10 299 2514.8 10 D D E 

法
大茅郷 12 419 11 大 茅郷 12 417 1700.3 14 A A E 
稲穂郷 9 227 12 稲 穂郷 9 380 3961. 7 9 E E E 

美
中郷郷 5 ? 13 中 郷郷 5 130 2294.6 5 A C C 
中 郷 5 ? 14 中 郷 5 174 2515.6 5 A C C 

郡
津井郷 7 ? 15 津 井郷 7 157 1786.1 7 A A A 
(小計) 56 58 1854 19696.3 60 

σ3 
p、



富 私都郷 21 743 16 私都郷 21 710 6169.5 21 ③ ③ E 

J¥ 四分保 15 780 17 四分保 16 734 7037.4 17 D D E 

小畑郷 10 555 18 小畑郷 9 352 1867.2 12 A A D 

東 丹比郷 9 270 19 丹比郷 11 414 3786.7 12 B A D 

若桜郷 27 1543 一 保 1 83 760.3 1 A A A 

郡 21 若桜郷 26 1325 5333.6 奥構 26 E E E 

(小計) 82 3891 84 3618 24954.7 89 

大江郷 6 375 22 大江郷 6 368 2332.2 7 A A E 

船岡郷 3 131 23 船 岡郷 3 210 1828.6 3 A A A 
J¥ 

加茂郷 8 、233 24 加茂郷 8 245 2738.4 8 A A C 

土師郷 6 191 25 土師郷 5 183 2235.8 6 A A C 

上 岩間上圧 9 274 岩田庄 1 36 386.8 l A A A 

岩田上庄 8 204 2789.7 東西分割 9 D E E 

岩田下庄 9 459 28 岩田下庄 8 9 A B E 

郡 散蚊郷 7 528 29 散 l岐郷 6 316 I 3204.6 酉構 7 B B E 

曳田郷 12 522 30 曳田郷 11 474 ‘ 3489.9 12 A A E 

(小計) 60 2713 56 62 

三田郷 17 614 31 三 田郷 16 697 4694.9 19 D B E 
智

土師郷 25 534 32 土 師郷 23 394 3519.6 24 A A D 

頭
山 形郷 16 442 33 山 形郷 15 509 1469.4 16 @ @ E 

用瀬郷 17 1030 34 用瀬郷 15 773 3215.3 16 D A E 

郡 佐治郷 22 584 35 佐治郷 24 641 3157.6 24 D C E 

(小計) 97 3204 93 3014 16056.8 99 
一一一一一一



三戸古保 (945) 三戸古保 E 
邑 15 36 15 (819) 10945. 1 20 E E 

美 蔵田庄 11 314 37 蔵 田庄 11 279 4442.3 11 A D E 

郡 中 郷 4 206 38 中 郷 4 313 1594.2 4 ③ A B 

(小計) 30 (1465) 30 (1411) 16981. 6 35 

砂見郷 3 240 39 砂見郷 3 223 931. 3 3 A A @ 

倭文郷 3 118 40 倭文郷 3 102 1771.5 3 A A A 

高
味野郷 7 332 41 味野 郷 7 339 5251. 5 9 C C E 

古海郷 3 171 42 古海郷 2 166 2293.4 2 A A A 

有富東郷 11 346 43 有富東郷 11 336 3832.4 11 D D E 

松神西郷 13 278 44 松神西郷 12 590 4771. 0 上下分割 13 C C E 

草 野見保 6 347 45 野見江保 6 324 5113.9 6 B E E 

南北保 8 818 46 南 北保 8 1031 7122.7 13 E E E 

末恒保 5 188 47 末 恒保 5 225 1647.8 5 A @ A 

高松庄 3 104 48 一松高保 3 108 1076.9 3 A A A 
郡 湯 郷 4 198 49 湯 郷 4 210 1210.8 5 A A A 

大谷保 10 247 50 大 谷保 10 291 3606.7 10 B A D 

(小計) 76 3387 74 3945 38629.9 83 

鹿野庄 4 238 51 志加奴庄 5 614 2533.6 5 B A A 

光本圧 6 175 52 光元庄 6 147 1716.1 6 A B B 

坂本郷 5 173 53 坂本郷 6 227 3235.0 6 A B ③ 

母木庄 5 348 54 母 木庄 4 437 1486.3 6 A A B 
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気 勝宿上郷 5 135 55 勝宿上郷 127 1531. 7 5 A A A 

勝宿下郷 9 191 56 勝宿下郷 233 1867.2 9 A A D 

八幡郷 10 459 57 八 幡郷 9 418 2917.6 10 A B E 

殿村郷 7 367 58 殿 村郷 7 351 2474.4 7 C A D 
・ 一._-_..-圃酌 ーー，-

多 日置奥郷 5 329 59 日置奥郷 5 357 1276.9 4 A A ③ 

日置中郷 4 118 60 日置中郷 5 173 1348.7 5 A A A 

日置下郷 4 196 日置下郷 3 218 1163，5 3 B A B 

露 谷庄 1 28 214.6 1 A A A 

郡 勝部奥郷 7 327 63 勝部奥郷 6 295 981. 1 6 A A ③ 

勝部中郷 4 126 64 勝部中郷 5 134 1390.6 5 B B A 

勝部下郷 3 270 65 勝部下郷 3 299 1071.9 3 A A A 

絹見保 2 93 
絹 見保 1 45 249.4 1 A A A 

67 長和瀬保 l ワ 266.4 l A A A 

(小計) 80 3545 81 (4080) 25725.6 83 

A42 A45 A24 
総

郷数 63 530 20715 郷数 67 526 22566 186638.8 構数16 562 B9 B7 B5 

(苦言~) u村 1F) 議)
C5 C5 C5 

ものをむ D7 D4 D6 
計

E4 E6 E27 

註 1. I因伯郷村帳」の番号は第 l図の位置を示している。

2. 明治初年村数は「鳥取県管内郡村名J(年不詳但し明治6年以前)による。(鳥取県史近代第 l巻総説篇所収昭和44年)

3. 連合役場域とは連合戸長役場管轄領域，行政村域とは町村制による地方行政村域を指す。

4. 明治行政諸領域との関係表での符号の意味は本文参照のこと。



空間的広がりとしての近世郷域と明治地方行政領域の整合関係

か
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
後
述
の
通
り
明
治
期
の
地
方
行
政
領
域
画
定
に
際
し
て
、
幕
末
期
の
郷
境
界
よ
り
む
し
ろ
近
世

中
期
の
郷
境
界
を
踏
襲
す
る
事
例
が
み
ら
れ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

幕
末
期
の
郷
規
模
を
眺
め
て
み
る
。
郷
の
平
均
構
成
村
数
は
七
・
九
か
村
(
た
だ
し
本
村
の
み
)
で
あ
っ
た
。
各
村
の
戸
数
に
は
多
少

が
あ
る
か
ら
、
村
数
に
よ
っ
て
郷
の
規
模
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

一
応
の
目
安
と
は
な
る
で
あ
ろ
う
。
五
か
村
、
よ
り
な
る
も
の

が
九
例
で
最
も
多
く
、
次
い
で
三
か
村
の
七
例
、

四
か
村
・
六
か
村
・
八
か
村
の
各
六
例
で
あ
っ
た
。
二

O
か
村
を
超
え
る
も
の
は
八
東

郡
若
桜
郷
の
二
六
か
村
ほ
か
三
例
に
す
、
ぎ
ず
、
す
べ
て
山
間
部
の
場
合
で
あ
る
。

「
因
伯
郷
村
帳
」
記
載
の
戸
数
は
文
久
三
年
(
一
八
六
一
ニ
)

の
も
の
と
さ
れ
る
が
、

こ
れ
を
郷
単
位
に
ま
と
め
る
と
平
均
三
四
七
戸
と

な
り
、

一
O
O戸
か
ら
一
九
九
戸
ま
で
と
二

O
O戸
か
ら
二
九
九
戸
ま
で
が
各
二
例
、
三

O
O戸
か
ら
三
九
九
戸
ま
で
が
一
二
例
で
、

(
た
だ
し
バ
戸
数
不
明
の
岩
井
郡
浦
富
郷
と
邑
美
郡
三
戸
古
保
を
除
く
)
。

0
0戸
か
ら
四

O
O戸
の
範
囲
内
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
る

最
大
は
入
東
郡
若
桜
郷
の
一
三
二
五
戸
で
、
次
い
で
高
草
郡
南
北
保
の
一

O
三
一
戸
で
あ
る
が
、

八
O
O戸
を
超
え
る
も
の
は
こ
の
二
例

の
み
で
あ
る
。

郷
の
領
域
を
境
界
線
で
画
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
構
成
村
名
か
ら
空
間
的
広
が
り
を
推
定
し
た
の
が
第
1
図
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
れ
ば
、
郷
域
は
大
体
に
お
い
て
山
間
部
に
広
く
臨
海
部
に
狭
い
。
山
間
部
の
場
合
、
山
地
面
積
が
広
い
の
で
、
郷
域
の
広
大
さ
が
郷

規
模
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
構
成
村
数
の
多
い
こ
と
は
関
係
し
て
い
よ
う
。
ま
た
、
郷
域
の
多
く
は
水
系
毎
の
ま
と
ま
り
を

み
せ
て
お
り
、
特
に
八
東
郡
・
入
上
郡
・
智
頭
郡
の
山
間
部
で
は
、
そ
の
大
半
が
谷
筋
を
各
郷
の
領
域
と
し
て
い
る
。

)
方
、
臨
海
部
で

83 

は
河
川
上
流
域
と
下
流
域
の
分
割
や
、
岩
井
郡
・
高
草
郡
な
ど
の
よ
う
に
小
河
川
流
域
に
よ
る
ま
と
ま
り
を
み
せ
て
い
る
。
郷
域
は
古
代

な
い
し
中
世
的
領
域
の
遺
制
と
し
て
の
歴
史
的
領
域
で
は
あ
る
が
、
所
謂
自
然
的
領
域
と
の
関
係
も
見
の
が
せ
な
い
と
い
え
る
。



ーー』一回界・郡界

ー-一・・近世郷・境界(推定)
.梼成村

一ー『・主な水系
番号は第 1表に同じ

因幡国の近世郷域と主な水系
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15km 10 5 。

因
幡
国
で
は
、
郷
の
機
能
的
役
割
に
つ
い

て
、
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
た
だ
「
構
」

領
域
が
郷
域
を
単
位
と
し
て
形
成
さ
れ
た
こ
と

は
指
摘
で
き
る
。
こ
の
「
構
」
と
は
、
鳥
取
藩

に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
各
種
機
関
の
管
掌
範
囲

を
示
す
単
位
呼
称
で
あ
っ
た
。

「
鳥
取
藩
史
」

民
政
志
一
一
一
(
9
〉に

(
管
掌
範

「
御
目
付
の
そ
れ

囲
、
筆
者
註
)

は
因
幡
、
倉
吉
、
米
子
構
の

区
に
岐
れ
、
既
述
智
頭
、
用
瀬
、
若
桜
の
外
は

鳥
取
よ
り
管
轄
し
(
以
下
略
)
」
と
あ
り
、
ま
た

在
方
御
定

avに
「
大
庄
屋
儀
(
中
略
)
古
法
適

第 1図

構
内
無
油
断
掛
廻
り
可
相
勤
候
」
と
あ
っ
て
、

「
構
」
が
大
小
の
領
域
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
御
目
付
構
、
大

庄
屋
棒
、
中
庄
屋
構
な
ど
存
在
し
た
が
、

般

に
は
大
庄
屋
の
管
轄
範
囲
を
指
す
場
合
が
多
か

っ
た
。



第
1
表
の
「
構
」
は
天
保
年
間
御
普
請
部
屋
水
路
簿
に
よ
る
も
の
で
あ
る
日
〉
。

各
郡
で
の
構
数
か
ら
み
て
、

大
庄
屋
橋
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
因
幡
国
合
計
で
一
六
構
あ
り
、
巴
美
郡
が
鳥
取
町
郭
内
を
町
方
と
し
て
除
外
す
る
た
め
一
構
と
な
る
ほ
か
は
、
各
郡
と
も
こ
な

空間的広がりとしての近世郷域と明治地方行政領域の整合関係

い
し
三
橋
に
分
割
さ
れ
た
。
各
構
は
三

O
余
か
村
か
ら
な
り
、
平
均
戸
数
約
一
四

O
O戸
、
石
高
は
一
万
石
余
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
注

目
す
べ
き
は
「
構
」
が
郷
域
を
単
位
と
し
て
成
立
し
、
郷
域
を
分
割
し
て
異
な
る
「
構
」
に
属
し
て
い
る
の
は
入
上
郡
岩
田
上
庄
(
東
構

五
か
村
、
西
構
三
か
村
)
、
高
草
郡
松
神
西
郷
(
上
構
八
か
村
、
下
構
四
か
村
)

の
二
例
に
す
ぎ
な
い
点
で
あ
る
。

「
構
」
は
一
種
の
行
政

区
域
と
し
て
石
高
に
よ
る
範
囲
決
定
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
郷
域
の
集
合
に
よ
っ
て
「
構
」
が
画
定
さ
れ

た。
こ
の
こ
と
は
、
郷
が
「
構
」
の
下
部
単
位
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
が
、
郷
域
の
も
つ
機
能
的
役
割
が
藩
政
村
と
「
構
」

の
な
か
に
埋
没
し
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
郷
域
は
そ
の
実
質
的
意
義
を
失
い
な
が
ら
も
生
き
つ
づ
け
て
い
た
と
い
え

ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、
明
治
期
の
行
政
区
域
画
定
に
あ
た
っ
て
、
郷
域
が
再
び
認
識
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
郷
域
と
明

治
期
の
地
方
行
政
諸
領
域
と
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
近
世
に
お
け
る
郷
の
機
能

的
役
割
へ
の
接
近
の
手
助
け
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

、
近
世
郷
域
と
明
治
地
方
行
政
領
域
の
整
合

近
世
郷
の
空
間
的
広
が
り
が
、
明
治
期
の
地
方
行
政
領
域
(
本
稿
で
は
小
区
領
域
、
連
合
戸
長
役
場
管
轄
領
域
、
町
村
制
施
行
後
の
行

85 

政
村
域
を
指
す
。
以
下
明
治
行
政
諸
領
域
と
呼
ぶ
)
と
ど
の
程
度
形
態
的
に
整
合
し
て
い
る
か
。
こ
の
こ
と
を
知
る
た
め
に
、
郷
域
を
構

成
す
る
村
が
明
治
行
政
諸
領
域
で
は
天
々
い
ず
れ
に
属
す
る
か
を
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
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幕
藩
時
代
か
ら
明
治
期
へ
の
連
続
と
い
う
点
か
ら
み
て
、
郷
域
を
構
成
す
る
村
と
し
て
は
幕
末
期
の
も
の
が
望
ま
し
い
。
そ
こ
で
本
稿

で
は
「
鳥
取
県
管
内
郡
村
名
白
)
」
に
よ
る
村
を
取
り
あ
げ
る
(
以
下
構
成
村
ま
た
は
村
と
呼
ぶ
場
合
は
全
て
本
史
料
に
よ
る
)
。
因
幡
国

の
村
数
総
計
五
六
二
か
村
、

「
因
伯
郷
村
帳
」
に
比
し
て
三
六
か
村
の
増
加
で
あ
る
。
こ
れ
は
か
つ
て
枝
村
・
新
田
村
と
扱
わ
れ
た
も
の

の
独
立
の
結
果
で
あ
り
、
郷
域
の
推
定
を
容
易
に
す
る
反
面
、
飛
地
状
の
新
田
村
な
ど
で
は
整
合
関
係
の
考
察
に
際
し
て
個
別
の
配
慮
が

要
求
さ
れ
る
。

郷
域
と
明
治
行
政
諾
領
域
の
空
間
的
整
合
関
係
を
前
者
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
郷
域
が
踏
襲
さ
れ
て
明
治
行
政
諸
領
域
ま
た
は
そ
の
一
部

と
な
る
か
、
分
割
さ
れ
て
同
じ
く
明
治
行
政
諸
領
域
ま
た
は
そ
の
一
部
と
な
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

一
方
、
後
者
の
側
か
ら
み
れ

ば

一
な
い
し
複
数
の
郷
域
か
ら
成
立
す
る
か
、
郷
域
の
一
部
で
明
治
行
政
諸
領
域
と
な
る
か
、

一
な
い
し
複
数
の
郷
域
を
含
み
つ
つ
も

そ
れ
が
拡
大
し
て
形
成
さ
れ
る
か
な
ど
に
分
類
さ
れ
る
。

/
 

郷
域
と
し
て
の
空
間
的
ま
と
ま
り
が
明
治
行
政
諸
領
域
に
お
い
て
ど
の
程
度
残
存
す
る
か
に
つ
い
て
、
第
1
表
に
併
記
す
る
。
そ
の
詳

細
は
表
に
ま
と
め
た
が
、
掲
載
を
省
略
す
る
。

。
郷
域
の
分
割
の
な
い
場
合

A 
型

郷
域
が
分
割
さ
れ
る
こ
と
な
く
明
治
行
政
諸
領
域
の
一
部
と
な
る
も
の
。
な
お
@
は
郷
域
即
明
治
行
政
諸
領
域
の
場
合
で
あ
る
。

。
郷
域
が
二
分
割
さ
れ
る
場
合

B 
型

郷
域
構
成
村
中
一
か
村
の
み
分
離
さ
れ
、
残
余
の
村
は
、
ま
と
ま
・
っ
て
明
治
行
政
諸
領
域
ま
た
は
そ
の
一
部
と
な
る
も
の
。

C 
型

郷
域
構
成
村
中
二
か
村
が
分
離
さ
れ
、
残
余
の
村
は
ま
と
ま
っ
て
明
治
行
政
諸
領
域
ま
た
は
そ
の
一
部
と
な
る
も
の
。

D 
型

郷
域
構
成
村
中
三
か
村
以
上
が
分
離
さ
れ
る
も
の
。
郷
の
構
成
村
数
に
は
相
違
が
あ
る
が
、
郷
域
が
完
全
に
二
分
割
さ
れ
た
。



。
郷
域
が
三
分
離
さ
れ
る
場
合

E 
型

郷
域
が
細
分
化
さ
れ
、
夫
々
が
明
治
行
政
諸
領
域
ま
た
は
そ
の
一
部
と
な
る
も
の
。
郷
域
内
に
一
-
ま
た
は
複
数
の
明
治
行
政
諸
領

係関合整の域領政行方地治明と域郷世近のてL
g
集
合
に
よ
っ
て
小
区
領
域
が
成
立
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

と切

小

区

領

域

五

O
例
の
内
鳥
取
町
郭
内
の
八
例
を
除
く
と
、
そ
の
領
域
規
模
は
郷
域
よ
り
広
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
領
域
拡
大
の
た
め

、刀広的空

域
を
成
立
さ
せ
る
場
合
が
多
い
。

以
下
、
順
を
追
っ
て
そ
の
関
係
を
み
て
み
る
。

付

小
区
領
域
と
の
関
係

鳥
取
県
で
は
、
明
治
五
年
(
一
八
七
二
)

に
戸
籍
法
取
扱
い
の
た
め
の
区
が
制
定
さ
れ
、
鳥
取
県
東
部
に
あ
た
る
因
幡
国
で
は
五

O
区

が
成
立
し
た
自
〉

O

こ
の
領
域
は
翌
年
小
区
領
域
に
受
け
継
が
れ
、

新
法
制
定
ま
で
継
続
し
た
臼
〉
。

一
小
区
領
域
は
平
均
二
ニ
・
四
か

村
か
ら
な
り
、
郷
の
約
一
・
五
倍
の
規
模
で
あ
っ
た
。

小
区
領
域
の
内
、

郷
域
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぐ
@
型
は
、
岩
井
郡
浦
富
郷
目
第
二
大
区
四
小
区
ほ
か
三
例
に
す
ぎ
な
い
白
〉
。

と
こ
ろ

が、

A
型
は
四
二
例
み
ら
れ
、
郷
総
数
の
約
三
分
の
こ
が
郷
域
全
体
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
小
区
領
域
ま
た
は
そ
の
一
部
と
な
っ
た
。

一
村

一
郷
の
場
合
は
当
然
分
割
不
可
能
で
あ
り
、
郷
規
模
が
小
の
場
合
も
分
割
の
可
能
性
は
薄
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
も
、
郷
域
の

に
は
一
方
で
郷
域
全
体
が
小
区
領
域
の
一
部
と
な
る
場
合
が
あ
り
、
他
方
で
郷
域
の
分
割
が
必
要
で
あ
る
。

郷
域
の
分
割
さ
れ
る
も
の
は
二
五
例
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は

B
型
で
、
こ
れ
を
詳
細
に
み
る
と
、

「
因
幡
志
」
記
載

1 

と
同
じ
郷
域
(
近
世
中
期
の
も
の
と
考
え
る
。
以
下
同
じ
)
が
採
用
さ
れ
た
た
め
、
幕
末
期
の
郷
域
と
の
比
較
で
は
一
か
村
分
離
と
な
る

87 

河
川
が
小
区
領
域
の
境
界
と
さ
れ
た
た
め
に
、
郷
域
構
成
村
中
河
川
対
岸
の
一
か
村
の
み
分
離
し
た
も
の
、

も
の
、

2

3 

内
陸
部
と
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臨
海
部
と
が
別
個
の
小
区
領
域
を
形
成
し
た
た
め
に
、
飛
地
状
に
臨
海
部
へ
突
出
し
て
い
た
一
か
村
が
分
離
し
た
も
の
な
ど
に
分
類
さ
れ

る
〈
日
〉
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

B
型
で
は
郷
域
を
無
視
し
た
不
自
然
な
分
割
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
み
て
よ
く
、

郷
域
と
し
て
の
ま
と

ま
り
を
維
持
し
つ
つ
一
円
的
小
区
領
域
へ
の
組
み
か
え
の
た
め
の
分
割
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

同
様
の
こ
と
は
C
型
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
〈

E
o
た
だ
岩
井
郡
蒲
生
庄
で
は
、

構
成
村
中
一
一
か
村
で
独
立
し
た
小
区

領
域
と
な
り
、
残
る
こ
か
村
は
同
郡
本
庄
の
一
部
な
ど
と
共
に
別
個
の
小
区
領
域
を
形
成
し
た
。

い
わ
ば
郷
域
か
ら
小
区
領
域
を
析
出
さ

せ
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
小
区
領
域
の
析
出
は

D
型
に
多
く
、
例
え
ば
智
頭
郡
用
瀬
郷
と
同
郡
佐
治
郷
で
は
、
夫
々
の
郷
域
か
ら
小
区
領
域
を
析
出

し
た
残
余
の
村
が
集
合
し
て
一
小
区
領
域
を
形
成
し
た

SUO

E
型
四
例
の
内
、
鳥
取
県
郭
内
を
含
む
巴
美
郡
三
戸
古
保
を
除
く
と
、
郷
域
広
大
の
た
め
二
小
区
領
域
を
析
出
し
た
八
東
郡
若
桜
郷
は

前
述
の
蒲
生
庄
の
形
態
に
類
似
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
郷
域
の
統
一
を
喪
失
し
た
の
は
法
美
郡
稲
稿
郷
、
高
草
郡
南
北
保
の
二
例
と
な

る
。
共
に
鳥
取
町
郭
内
周
辺
の
平
地
部
に
位
置
し
た
。

以
上
の
考
察
か
ら
み
て
、

「
人
目
一
新
旧
弊
除
去
」
と
さ
れ
た
小
区
領
域
に
お
い
て
さ
え
、
原
則
と
し
て
郷
域
を
無
視
で
き
な
か
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
り
、
連
合
戸
長
役
場
管
轄
領
域
に
至
っ
て
よ
り
明
確
に
現
わ
れ
て
く
る
。

。
連
合
戸
長
役
場
管
轄
領
域
と
の
関
係

明
治
一
一
年
(
一
八
七
八
)

の
「
地
方
三
新
法
」
に
よ
っ
て
旧
来
の
町
村
が
復
活
し
た
。
こ
の
時
、
戸
長
を
数
か
町
村
連
合
し
て
選
出

す
る
連
合
戸
長
役
場
合
』
形
成
し
た
が
、
こ
れ
は
一
種
の
独
立
町
村
連
合
体
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
白
)
O

し
か
も
、

鳥
取
県
自
体

が
明
治
九
年
(
一
八
七
六
)

よ
り
同
一
四
年
(
一
八
八
一
)
ま
で
島
根
県
に
合
併
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
こ
の
間
の
十
分
な
史
料
を
欠
い



て
い
る

av

鳥
取
県
の
連
合
戸
長
役
場
管
轄
領
域
は
、
明
治
一
七
年
(
一
八
八
四
)

の
三
新
法
体
制
改
正
に
先
立
っ
て
、
そ
の
前
年
に
実
施
さ
れ

空間的広がりとしての近世郷域と明治地方行政領域の整合関係

た
。
そ
の
後
若
干
の
手
直
し
も
あ
っ
た
が

av
大
勢
に
変
化
な
く
町
村
制
施
行
ま
で
継
続
し
た
。

領
域
は
「
地
方
行
政
区
画
便
覧

aど
に
よ
っ
た
(
以
下
連
合
役
場
領
域
と
呼
ぶ
)
。

本
稿
に
お
け
る
連
合
戸
長
役
場
管
轄

因
幡
国
の
連
合
役
場
領
域
は
総
数
回
四
で
、
小
区
領
域
よ
り
減
少
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
主
に
鳥
取
町
郭
内
を
含
む
邑
美
郡
に
み
ら
れ

た
の
で
、
規
模
的
に
は
小
区
領
域
と
大
差
が
な
い
。
平
均
村
数
一
四
・
一
か
村
は
小
区
領
域
の
場
合
に
近
似
し
、
郷
域
の
約
一
・
五
倍
で

あ
る
。連

合
役
場
領
域
の
内
小
区
領
域
を
踏
襲
す
る
の
は
一
一
例
で
あ
っ
た
。
両
者
の
規
模
は
近
似
す
る
が
構
成
村
に
は
移
動
が
あ
っ
た
と
い

え
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
を
郷
域
単
位
に
眺
め
て
み
る
と
、
郷
域
の
分
割
な
く
小
区
領
域
か
ら
連
合
役
場
領
域
へ
と
連
続
す
る
場
合
が
小
な

郷
域
と
連
合
役
場
領
域
の
関
係
が
A
型
を
示
す
も
の
は
四
五
例
で
、

く
な
か
っ
た
(
第
1
表
で
は

A
A
と
棋
に
並
ぶ
も
の
)
。

し
か
も
そ

の
内
三
五
例
は
す
だ
に
小
区
領
域
に
対
し
て
も

A
型
で
あ
っ
た
。

連
合
役
場
領
域
に
お
い
て
新
た
に

A
型
と
な
っ
た
事
例
は
、

l 

「
因
幡
志
」
記
載
と
一
致
し
た
分
離
を
幕
末
期
の
状
態
に
復
し
た
も

明
治
一

O
年
(
一
八
七
七
)

の
町
村
合
併

河
川
境
界
の
解
消
に
よ
る
も
の
、

小
区
領
域
析
出
の
解
消
に
よ
る
も
の
、

の、

2

4 

3 

に
伴
う
も
の
、

5 

隣
接
郷
域
と
の
聞
の
分
離
を
解
消
し
た
も
の
な
ど
で
あ
り
ハ
号
、

」
こ
に
も
郷
域
の
ま
と
ま
り
が
残
存
す
る
こ
と
を

見
出
せ
る
。

郷
域
分
割
の
事
例
に
は
、
小
区
領
域
に
対
す
る
分
割
を
継
承
す
る
も
の
も
多
い

(第
1
表
で
は

B
B
・

c
c
・
D
D
と
横
に
並
ぶ
も

89 

の

ま
た
新
た
に
分
割
さ
れ
た
郷
域
の
内
B
型
で
は
、

八
上
郡
岩
田
下
庄
は
明
治
二
二
年
(
一
八
八

O
)
に
円
通
寺
村
が
邑
美
郡
に
編
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入
さ
れ
た
た
め
で
あ
り
、
智
頭
郡
三
田
郷
と
気
多
郡
坂
本
郷
は
近
世
中
期
の
所
属
郷
域
に
従
う
分
離
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
は
、

郷
域
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
消
失
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
智
頭
郡
佐
治
郷
で
も
、

D
型
か
ら

C
型
へ
の
変
化
、
分
離
し
た
こ
か
村
が

近
世
中
期
に
同
郡
用
瀬
郷
所
属
と
さ
れ
た
こ
と
、
用
瀬
郷
の

A
型
へ
の
変
化
な
ど
か
ら
み
て
、
連
合
役
場
領
域
と
の
整
合
関
係
を
強
め
た

と
い
え
る
。
な
お
、
高
草
郡
野
見
江
保
が
E
型
と
な
る
の
は
、
構
成
村
の
内
一
か
村
が
明
治
期
に
入
っ
て
同
郡
南
北
保
内
の
一
か
村
と
合

併
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
郷
域
と
連
合
役
場
領
域
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
小
区
領
域
に
対
す
る
以
上
に
、
両
者
の
形
態
的
整
合
関
係
が
強
化

さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
連
合
役
場
領
域
の
も
つ
制
度
的
意
味
か
ら
い
っ
て
、
十
分
考
え
う
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
方
、

E
型
の
各

郷
域
に
加
え
、
法
美
郡
中
郷
郷
、
同
郡
中
郷
、
巴
美
郡
蔵
田
庄
な
ど
に
お
い
て
は
、
郷
域
と
し
て
の
統
一
を
消
夫
し
た
か
に
み
え
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
郷
域
毎
の
考
察
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
が
鳥
取
町
郭
内
近
接
の
各
郷
に
み
ら
れ
る
こ

と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
因
幡
圏
全
域
で
の
趨
勢
と
し
て
は
、
郷
域
の
広
が
り
を
基
本
単
位
と
す
る
連
合
役
場
領
域
が
多
い
こ
と
に
注

目
し
た
い
。

な
お
ー
郷
域
と
小
区
領
域
及
び
連
合
役
場
領
域
と
の
整
合
関
係
を
第
2
図
に
図
示
し
た
。

同

町
村
制
施
行
後
の
行
政
村
域
と
の
関
係

明
治
二
二
年
(
一
八
八
九
三
市
制
・
町
村
制
実
施
に
伴
っ
て
因
幡
国
に
成
立
し
た
新
地
方
行
政
領
域
は
一

O
二
領
域
で
、
鳥
取
市
の
ほ

か
は
全
て
村
制
を
施
行
し
た

(
以
下
明
治
行
政
村
域
と
呼
ぶ
)
。

明
治
行
政
村
域
の
総
数
が
小
区
領
域
や
連
合
役
場
領
域
の
約
二
倍
で
あ
る
こ
と
は
、
領
域
規
模
の
狭
小
化
を
意
味
す
る
。

し
た
が
っ

て
、
郷
域
と
の
整
合
関
係
も
臭
っ
た
形
を
と
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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。

郷
域
の
分
割
な
く
明
治
行
政
村
域

の
一
部
と
な
る

A
型
は
二
四
例
あ

近世郷域と小区領域・連合戸長役場領域との関係

り

一
村
一
郷
を
除
外
す
る
と
し
て

も
、
そ
の
多
く
が
小
区
領
域
、
連
合

役
場
領
域
に
対
し
て
も

A
型
を
示

し
、
空
間
的
ま
と
ま
り
を
継
続
し

た
。
@
型
は
高
草
郡
砂
見
郷
H

『砂

見
村
』
(
『

』
は
明
治
行
政
名
を
示

ほ
か
三
例
で
五
〉
、

す
、
以
下
同
じ
)

い
ず
れ
も
小
河
川
流
域
に
位
置
を
占

め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
分
割
を
み
る
郷
域
は
四
三

例
み
ら
れ
た
。
そ
の
分
割
状
態
を
眺

第2図

め
る
と
、
夫
々
の
郷
域
内
で
い
く
つ

か
の
明
治
行
政
村
域
を
成
立
さ
せ
て

い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

一
例
を
あ
げ

て
み
よ
う
。
岩
井
郡
浦
富
郷
は
『
用
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後
村
』
・
『
浦
宮
村
』
・
『
牧
谷
村
』
・
「
東
村
』

の
各
明
治
行
政
村
域
に
分
割
さ
れ
、

八
束
郡
四
分
保
の
場
合
は
『
大
御
門
村
』
・
『
隼
村
』

『
安
部
村
』
を
成
立
さ
せ
た
残
余
が
、
同
じ
く
同
郡
小
畑
郷
域
か
ら
『
小
畑
村
』
を
成
立
さ
せ
た
残
余
と
共
に
『
八
束
村
』
と
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
明
治
行
政
村
域
が
郷
域
か
ら
の
析
出
に
よ
っ
て
成
立
す
る
場
合
が
多
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
前
者
は
郷
域
の
完
全
な

分
割
に
よ
る
析
出
で
あ
り
、
後
者
は
析
出
後
の
残
余
の
村
が
他
の
郷
域
で
の
残
余
の
村
と
共
に
別
個
の
明
治
行
政
村
域
を
形
成
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
明
治
行
政
村
域
の
析
出
は
、
小
区
領
域
、
連
合
役
場
領
域
と
の
関
係
で
は

A
型
を
示
し
、
明
治
行
政
村
域
と
の
関

係
に
至
っ
て
分
割
さ
れ
た
郷
域
に
多
い
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う

ay
な
お
、

明
治
行
政
村
域
の
析
出
は
、

明
治
行
政
村
一

O
二
例
中
六
五
例
が
一
郷
域
内
で
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
理
解
で
き
る
。

二
郷
域
以
上
に
関
係
す
る
明
治
行
政
村
域
に
つ
い
て
は
、
飛
地
の
解
消
、
自
然
的
境
界
の
利
用
、
従
前
の
領
域
た
る
連
合
役
場
領
域
と

の
関
連
等
、
す
で
に
付
、
。
で
論
じ
た
と
同
様
の
考
慮
が
必
要
で
あ
る
。
同
時
に
、
明
治
行
政
村
域
析
出
後
の
残
余
の
村
の
集
合
、
あ
る

い
は
小
規
模
郷
域
の
統
合
や
拡
大
な
ど
も
関
係
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
詳
細
な
検
討
が
要
求
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
が
、
全
体
と
し
て

は
郷
域
と
の
係
わ
り
が
保
た
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

形
態
的
ま
と
ま
り
を
喪
失
し
た
郷
域
一
八
例
中
七
例
は
、
明
治
行
政
村
析
出
後
の
残
余
が
さ
ら
に
細
分
さ
れ
て
夫
々
別
個
の
明
治
行
政

村
域
の
一
部
と
な
る
場
合
で
あ
っ
た
。

残
る
一
一
例
が
郷
域
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
明
ら
か
に
失
っ
た
と
い
え
る
が
員
三

そ
の
半
数
が

法
美
郡
に
み
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

郷
域
と
明
治
行
政
村
域
と
の
空
間
的
整
合
関
係
は
、
そ
の
多
く
が
郷
域
か
ら
の
析
出
に
よ
っ
て
成
立
し
た
こ
と
に
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
小
区
領
域
・
連
合
役
場
領
域
に
対
す
る
場
合
に
比
し
て
関
連
性
が
弱
ま
り
つ
つ
あ
り
、
時
間
的
経
過
と
共
に
郷
域
の
も
つ

意
味
が
変
化
し
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。



四
、
整
合
関
係
の
四
類
型

空間的広がりとしての近世郷域と明治地方行政領域の整合関係

因
幡
国
に
お
け
る
明
治
行
政
諸
領
域
と
近
世
郷
域
と
の
空
間
的
広
が
り
の
整
合
関
係
に
は
、
次
の
よ
う
な
四
類
型
を
見
出
し
う
る
。
こ

れ
を
仮
に
整
合
型
・
分
割
型
・
拡
大
型
・
不
整
合
型
と
名
付
け
る
。
こ
の
場
合
、

l

一
円
的
な
明
治
行
政
諸
領
域
の
た
め
飛
地
は
解
消

さ
れ
た
、

2

一
か
村
の
み
の
分
割
は
個
別
の
事
情
を
考
慮
し
判
断
す
る
、

3

幕
藩
時
代
を
通
じ
て
郷
域
を
移
動
し
た
村
に
対
し
て
は

本
来
所
属
す
べ
き
郷
域
を
考
慮
す
る
、

4

一
村
一
郷
は
本
来
他
の
郷
域
の
一
部
で
あ
っ
た
と
考
え
る
、
な
ど
の
前
提
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
第
1
表
で
の
類
型
と
若
干
の
相
違
を
み
る
が
、
明
治
行
政
諸
領
域
と
近
世
郷
域
と
の
空
間
的
相
関
に
つ
い
て
の
大
略
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
。

整
合
型

郷
域
の
分
割
さ
れ
な
い
場
合
で
、
郷
域
と
明
治
行
政
諸
領
域
が
一
致
す
る
も
の
と
、
複
数
郷
域
で
明
治
行
政
諸
領
域
と
な

る
も
の
と
が
あ
る
。
小
区
領
域
で
は
一
三
倒
で
あ
る
が
、
連
合
役
場
領
域
で
は
一
九
例
と
増
加
す
る
。
こ
と
に
智
頭
郡
で
は
全
て
の
郷
域

が
夫
々
独
立
し
た
連
合
役
場
領
域
と
な
り
、
岩
井
郡
で
も
ま
た
郷
域
の
分
割
が
解
消
し
た
。
鳥
取
町
郭
内
を
除
く
小
区
領
域
の
内
約
三
分

の
一
が
こ
の
型
で
あ
り
、
同
じ
く
連
合
役
場
領
域
の
約
半
数
も
こ
型
の
に
属
し
て
い
る
。

一
方
、
明
治
行
政
村
域
の
場
合
は
気
多
郡
に
若

干
の
事
例
を
み
る
ほ
か
、
比
較
的
少
数
で
あ
る
。

分
割
型

郷
域
が
分
割
さ
れ
る
場
合
で
、
郷
域
の
完
全
な
分
割
に
よ
っ
て
複
数
の
明
治
行
政
諸
領
域
を
形
成
す
る
も
の
と
、
郷
域
か

ら
一
な
い
し
複
数
の
明
治
行
政
諸
領
域
を
析
出
し
、
残
余
を
他
の
明
治
行
政
諸
領
域
に
含
ま
せ
る
も
の
と
が
あ
る
。
こ
の
型
は
小
区
領
域

や
連
合
役
場
領
域
で
は
少
な
く
、
こ
と
に
前
者
は
鳥
取
町
郭
内
を
含
む
邑
美
郡
三
戸
古
保
の
み
で
あ
る
。
ま
た
後
者
も
小
区
領
域
で
は
八

93 

東
郡
若
桜
郷
な
ど
山
間
部
に
み
ら
れ
る
が
、
連
合
役
場
領
域
で
は
減
少
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
行
政
村
域
で
は
六
二
例
と
過
半
を
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占
め
、
そ
れ
が
近
世
郷
域
か
ら
の
析
出
に
よ
っ
て
成
立
す
る
場
合
の
多
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

拡
大
型

分
割
さ
れ
な
い
郷
域
と
他
の
郷
域
の
一
部
と
で
明
治
行
政
諸
領
域
と
な
る
場
合
で
、
分
割
の
な
い
郷
域
が
単
数
の
も
の
と

複
数
の
も
の
と
が
あ
る
。
小
区
領
域
二
ハ
例
、
連
合
役
場
領
域
一
四
例
、
明
治
行
政
村
域
一
二
例
で
あ
る
が
、
総
事
例
数
か
ら
み
て
前
二

者
に
多
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
小
区
領
域
な
い
し
連
合
役
場
領
域
が
、
郷
域
を
基
礎
的
広
が
り
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
を
示
す

も
の
と
い
え
る
。

不
整
合
型

郷
域
の
一
部
の
集
合
に
よ
っ
て
明
治
行
政
諸
領
域
が
成
立
し
た
場
合
で
あ
る
。
小
区
領
域
と
連
合
役
場
領
域
で
は
各
三
例

に
す
ぎ
な
い
が
、
明
治
行
政
村
域
で
は
二

O
例
と
多
く
な
る
。
こ
れ
は
郷
域
内
か
ら
明
治
行
政
村
域
を
析
出
し
た
残
余
が
、
他
の
郷
域
で

の
同
様
な
残
余
と
合
せ
て
別
個
の
明
治
行
政
村
域
を
形
成
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
不
整
合
型
に
属
す
る
明
治
行
政
村
域
の
共
通
点
は
、
郷

境
界
の
錯
綜
し
た
平
担
部
に
分
布
し
た
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
四
類
型
か
ら
み
て
、
小
区
領
域
と
連
合
役
場
領
域
は
整
合
型
及
び
拡
大
型
を
主
と
し
、
明
治
行
政
村
域
は
分
割
型
及
び
不
整
合

型
を
中
心
と
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
前
二
者
は
郷
域
を
基
本
単
位
と
し
て
、
そ
の
拡
大
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、

後
者
は
主
と
し
て
郷
域
か
ら
の
析
出
に
関
連
し
て
成
立
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
よ
う
な
四
類
型
を
も
っ
て
、
明
治
行

政
諸
領
域
と
近
世
郷
域
と
の
空
間
的
相
関
関
係
に
お
け
る
一
般
的
類
型
と
は
い
え
な
い
。
あ
く
ま
で
、
因
幡
国
の
場
合
を
整
理
す
る
と
、

四
つ
の
類
型
区
分
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
し
か
し
、
次
の
よ
う
な
推
論
を
行
う
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。

明
治
行
政
諸
領
域
は
、
旧
弊
除
去
の
た
め
の
小
区
領
域
は
も
ち
ろ
ん
、
官
治
的
統
制
を
目
的
と
し
た
連
合
役
場
領
域
、
あ
る
い
は
今
日

の
市
町
村
の
母
体
と
な
っ
た
明
治
行
政
村
域
に
お
い
て
も
、
そ
れ
自
体
の
基
準
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
、
結
局
は
国
政
委
任

事
務
の
有
効
な
遂
行
の
た
め
の
財
政
的
基
礎
の
形
成
が
大
前
提
で
あ
っ
た

8
3
し
た
が
っ
て
、

新
た
に
形
成
さ
れ
た
行
政
区
域
は
、

生



活
固
と
合
致
さ
せ
る
必
要
は
な
か
っ
た
し
、
従
来
の
歴
史
的
領
域
を
考
慮
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
結
果
的
に
は
、
旧
習
と
の

関
係
を
断
ち
切
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
小
区
領
域
に
お
い
て
さ
え
、
近
世
郷
域
と
の
関
連
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
近
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世
郷
域
は
水
系
な
ど
の
自
然
的
領
域
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
自
然
的
領
域
は
明
治
行
政
諸
領
域
に
お
い
て
も
無
視
で
き
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
必
然
的
に
両
者
が
相
関
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
し
い
制
度
と
伝
統
的
領
域
と
の
矛
盾
を
解

消
す
る
方
策
と
し
て
、
当
時
す
で
に
藩
政
村
と
大
庄
屋
構
の
な
か
に
埋
没
し
て
い
た
近
世
郷
が
再
認
識
さ
れ
た
こ
と
も
、
十
分
に
考
え
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
大
区
小
区
制
か
ら
三
新
法
を
経
て
連
合
戸
長
役
場
が
設
置
さ
れ
、
さ
ら
に
町
村
制
へ
と
短
期
間
に
数
多
く
の
手
直
し
の

加
え
ら
れ
た
明
治
行
政
制
度
は
、
政
治
権
力
の
地
方
支
配
体
制
整
備
の
た
め
の
試
行
錯
誤
の
結
果
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
実
質
的
地

域
と
し
て
の
地
域
住
民
の
生
活
圏
と
、
形
式
的
地
域
と
し
て
新
た
に
創
設
さ
れ
た
行
政
区
域
と
の
聞
に
不
整
合
が
一
み
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う

な
「
地
域
の
二
重
性
(
犯
と
の
克
服
に
あ
た
っ
て
、
近
世
郷
の
領
域
が
陰
に
陽
に
関
係
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
た
だ
、
こ
の
こ
と
が
い
え
る
た
め
に
は
、
近
世
郷
の
広
が
り
が
、
明
治
初
期
に
お
い
て
、
地
域
住
民
の
生
活
圏
な
い
し
は
共
通
関
心

の
場
と
係
わ
り
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

玉
、
結

び

近
世
郷
域
と
明
治
初
期
の
地
方
行
政
区
域
た
る
小
区
領
域
・
連
合
戸
長
役
場
管
轄
領
域
・
明
治
行
政
村
域
と
の
空
間
的
広
が
り
に
み
ら

れ
る
整
合
関
係
に
つ
い
て
、
因
幡
国
の
事
例
を
整
理
し
、
報
告
し
た
。
そ
の
結
果
、
小
区
領
域
と
連
合
戸
長
役
場
管
轄
領
域
は
近
世
郷
域

を
踏
襲
ま
た
は
拡
大
し
て
形
成
さ
れ
、
明
治
行
政
村
域
は
近
世
郷
域
か
ら
析
出
し
て
形
成
さ
れ
る
場
合
の
多
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
同
時

95 

に
こ
の
こ
と
は
、
近
世
郷
域
と
明
治
地
方
行
政
諸
領
域
と
の
空
間
的
関
係
が
、
明
治
初
期
の
わ
ず
か
二

O
年
余
の
聞
に
変
化
し
て
い
っ
た
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こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
は
近
世
郷
域
の
再
認
識
と
そ
れ
か
ら
の
脱
皮
の
過
程
で
あ
っ
た
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も

鳥
取
県
東
部
に
あ
た
る
因
幡
国
の
明
治
地
方
行
政
諸
領
域
は
、
原
則
的
に
は
、
近
世
郷
域
と
深
い
係
わ
り
を
も
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。本

稿
は
、
空
間
的
広
が
り
に
限
定
し
た
マ
ク
ロ
な
立
場
で
の
試
論
に
す
ぎ
な
い
。
形
態
的
整
合
関
係
の
背
景
を
な
す
社
会
的
・
経
済
的

さ
ら
に
は
政
治
的
諸
要
因
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
旧
藩
政
村
が
ど
の
よ
う
に
結
合
し
、
離
間
し
た
か
を
表
面
的
に
あ
と

づ
け
る
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
り
、

制
度
の
変
革
の
時
代
的
背
景
の
も
と
に
行
政
区
画
を
位
置
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
品
)
」

で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
に
は
、
個
々
の
近
世
郷
や
明
治
地
方
行
政
諸
領
域
に
関
す
る
ミ
ク
ロ
な
立
場
で
の
事
例
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
さ

ら
に
、
明
治
期
の
地
方
行
政
制
度
自
体
に
接
近
し
、
行
政
区
域
相
互
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
に

つ
い
て
は
、
今
後
に
残
さ
れ
た
問
題
点
と
し
て
取
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
少
く
と
も
、
近
世
郷
域
と
明
治
地
方
行
政

諸
領
域
と
が
無
関
係
で
な
か
っ
た
こ
と
は
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
因
幡
国
の
近
世
郷
の
地
域
性
を
理
解
す
る
た
め
の
手
が
か
り
が
え

ら
れ
た
も
の
と
思
う
。

本
稿
は
昭
和
四
九
年
歴
史
地
理
学
会
大
会
に
於
て
発
表
し
た
内
容
に
補
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
終
始
暖
か
く
御
指
導
下
さ
っ
た
神
戸
女
学
院
大
学
渡
辺
久
雄
教
授
、
史
料
閲
覧
の
便
宜
を
は
か
ら
れ
た
鳥
取
県
立
鳥
取
図
書

館
並
び
に
鳥
取
県
立
博
物
館
の
各
位
に
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

一註

(
1
)

井
戸
庄
一
一
丁
木
村
辰
男
・
高
橋
正
・
山
澄
元

二
年

明
治
時
代
の
行
政
i
明
治
初
期
の
地
方
制
度
を
中
心
に
l

人
文
地
理
一
四
巻
一
号

一
九
六
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山
澄
元
近
世
・
明
治
初
期
に
お
け
る
歴
史
的
領
域
l
藩
政
村
か
ら
明
治
行
政
村
へ

1
人
文
地
理
一
七
巻
一
号
一
九
六
五
年

拙
論
近
世
伯
番
固
に
お
け
る
「
郷
」
・
「
庄
」
・
「
構
」
に
関
す
る
研
究
ノ
l
ト
兵
庫
地
理
二
ハ
号
一
九
七
二
年

拙
論
鳥
取
県
西
部
に
お
け
る
近
世
郷
(
庄
)
域
と
明
治
行
政
領
域
日
本
地
理
学
会
予
稿
集
五
号
一
九
七
三
年

大
越
勝
秋
和
泉
の
宮
郷
の
分
布
と
成
立
人
文
地
理
一
四
巻
六
号
一
九
六
二
年

山
田
正
浩
奈
良
県
吉
野
郡
に
お
け
る
明
治
行
政
村
境
域
の
成
立
|
郷
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て

l
人
文
地
理
一
八
巻
五
号
一
九
六
六
年

山
澄
元
畿
内
に
お
け
る
郷
と
藩
政
村
|
泉
州
美
木
多
谷
を
例
と
し
て

i
大
阪
教
育
大
学
紀
要
一
六
巻
一
九
六
七
年

山
澄
元
旗
本
領
と
近
世
の
郷
圧

l
遠
州
井
伊
谷
・
気
賀
地
方
を
例
と
し
て
史
林
五
六
号
一
九
七
三
年
ほ
か

(
5
)

山
澄
元
に
よ
る
精
力
的
研
究
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
既
往
の
研
究
の
整
理
と
近
世
郷
の
類
型
等
に
つ
い
て
、
同
氏
は
『
近
世
「
郷
」
の
歴
史
地

理
学
的
意
義
』
(
「
織
田
武
雄
先
生
退
官
記
念
人
文
地
理
学
論
叢
』
所
収
一
九
七
一
年
)
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

(
6
)

地
誌
類
に
は
「
因
幡
志
」
・
「
稲
場
民
談
記
」
な
ど
、
藩
政
村
一
覧
に
は
「
因
伯
郷
村
帳
」
・
「
因
伯
郡
庄
保
之
名
」
・
「
因
伯
郡
村
構
分
」
な
ど
が

あ
げ
ら
れ
る
。
鳥
取
県
立
博
物
館
蔵
。

(
7
)

安
部
恭
庵
因
幡
志
寛
政
七
年
(
一
七
九
五
)
鳥
取
県
立
鳥
取
図
書
館
蔵
。

(
8
)

増
井
清
蔵
輯
因
伯
郷
村
帳
元
治
元
年
(
一
八
六
回
)
鳥
取
県
立
博
物
館
蔵
。
鳥
取
県
編
「
鳥
取
藩
史
」
第
五
巻
民
政
志
十
村
落
表

に
収
録
一
九
七
一
年

(
9
)

鳥
取
県
編
鳥
取
藩
史
第
五
巻
民
政
志
三
二
三
五
頁
一
九
七
一
年

(
叩
)
延
享
四
年
(
一
七
四
七
)
在
方
御
定
。
安
政
五
年
在
方
御
定
に
は
「
中
庄
屋
構
」
の
語
も
み
ら
れ
る
。
「
鳥
取
藩
史
」
第
二
巻
、
職
制
志
三
所

収
。
一
九
七

O
年。

(
日
)
鳥
取
県
編
前
掲
(
9
)

民
政
志
十
所
収
八
二
九
頁

(
ロ
)
鳥
取
県
立
烏
図
書
館
蔵
鳥
取
県
管
内
郡
村
名
鳥
取
県
編
「
鳥
取
県
史
」
近
代
第
一
巻
所
収
。
一
九
六
九
年
幕
末
期
の
状
態
を
明
治
初
年

(
但
し
明
治
六
年
以
前
)
に
編
纂
し
た
と
さ
れ
る
。

(
臼
)
鳥
取
県
編
鳥
取
県
史
近
代
第
二
巻
二
五
頁
一
九
六
九
年

(
M
)

鳥
取
県
編
前
掲
(
日
)
二
七
頁
明
治
七
年
に
第
三
大
区
一
小
区
を
第
一
大
区
七
小
区
と
す
る
変
更
あ
り
。
但
し
領
域
変
更
な
し
。

(
日
)
八
東
郡
私
都
郷
H
第
四
大
区
一
小
区
、
智
頭
郡
山
形
郷
H
第
五
大
区
一
小
区
、
邑
美
郡
中
郷
H
第
一
大
区
二
一
小
区
。

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
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(日
)

1
の
例
岩
井
郡
高
野
郷
・
八
束
郡
丹
比
郷
、

2
の
例

郷
、
な
ど
。

(
げ
〉
河
川
が
境
界
と
な
っ
た
岩
井
郡
本
庄
、
山
間
部
の
こ
か
村
が
分
離
し
た
気
多
郡
殿
村
郷
な
ど
。

(
刊
日
)
他
に
八
東
郡
四
分
保
と
智
頭
郡
三
田
郷
で
は
夫
均
一
小
区
領
域
を
析
出
、
残
余
は
前
者
が
小
畑
郷
、
後
者
が
土
師
郷
と
共
に
別
個
の
小
区
領
域

と
な
っ
た
。

(
悶
)
町
村
最
は
夫
々
の
町
村
に
設
け
た
と
い
わ
れ
る
。
鳥
取
県
編
前
掲
(
臼
)
八

O
頁

(
却
)
明
治
初
期
の
行
政
記
録
「
鳥
取
県
歴
史
」
(
鳥
取
県
立
鳥
取
図
書
館
蔵
)
で
も
、
こ
の
間
の
記
録
が
欠
除
し
て
い
る
。

(
幻
)
明
治
一
七
年
と
同
一
九
年
に
部
分
改
正
を
み
た
。
鳥
取
県
編
前
掲
(
臼
)
一
四
七
頁
。

(
詑
)
内
務
省
地
理
局
編
地
方
行
政
区
画
便
覧
明
治
二

O
年
(
一
八
八
七
)
一
九
六
七
年
復
刻

(幻
)

1
の
例
岩
井
郡
高
野
郷
・
八
束
郡
丹
比
郷
、

2
の
例
岩
井
郡
大
谷
保
・
同
郡
本
庄

3
の
例
岩
井
郡
蒲
生
庄
・
智
頭
郡
用
瀬
郷

4
の

例
気
多
郡
日
置
下
郷
、

5
の
例
高
草
郡
大
谷
保
・
気
多
郡
志
加
奴
圧
な
ど
。

(
斜
)
気
多
郡
坂
本
郷
H
瑞
穂
村
、
同
郡
日
置
奥
郷
H
日
置
村
、
同
郡
勝
部
奥
郷
H
勝
部
村
。

(
お
)
こ
の
変
化
を
示
す
郷
域
一
五
例
中
一
一
例
に
み
ら
れ
た
。

(
却
)
分
割
さ
れ
た
各
部
分
が
他
郷
域
の
拡
大
部
と
な
っ
た
高
草
郡
味
野
郷
や
気
多
郡
日
置
下
郷
な
ど
の
場
合
や
、
二
郷
域
を
合
せ
改
め
て
ニ
明
治
行

政
村
域
に
組
換
え
ら
れ
た
八
上
郡
加
茂
郷
と
同
郡
土
師
郷
な
ど
の
場
合
も
み
ら
れ
た
。

(
幻
)
井
戸
圧
一
一
一
明
治
地
方
自
治
制
の
成
立
過
程
と
町
村
合
併
人
文
地
理
一
二
巻
五
号
一
九
六
九
年
。

(
却
)
水
津
一
朗
社
会
集
団
の
生
活
空
間
ー
そ
の
社
会
地
理
学
的
研
究

l

=
一
四
八
頁
大
明
堂
、
一
九
六
九
年
。

(
却
)
山
澄
元
前
掲

(
1
)

岩
井
郡
大
谷
保
・
八
上
郡
散
岐
郷
、

3
の
例

気
多
郡
日
置
下
郷
・
同
郡
勝
部
中




